
令和８年４月２７日 教務課 

【自然災害等への対応について】 

 

（１）大阪府内のいずれかの地域に「特別警報」・「暴風警報」・「暴風雪警報」、地震に係わる

「警戒宣言」の発令があった場合は、次の通りとする。 

午前７時までに解除された場合 平常授業 

午前７時～午前９時の間に解除された場合 午前 11時始業 45分短縮 （下表） 

午前９時現在、発令中の場合 臨時休業 

 

（２）次の場合は、臨時休業とする。 

 ○大阪府内のいずれかの地域において震度 5弱以上の地震（気象庁発表）が発生した場合 

 ○大正区のいずれかの地域において、大阪市から「警戒レベル３（高齢者等避難）」・「警戒

レベル４（全員避難）」の発令があった場合 

 ※大阪市外または大阪市内の居住区に、各市町村から「警戒レベル３」・「警戒レベル４」

の発令があり、登校が困難な場合は、安全確保のため自宅待機とする。その際、必ず学

校（TEL:06-6552-2221）へ連絡すること。（出席停止とする。） 

 

（３）JR環状線と大阪メトロ（長堀鶴見緑地線）の全線が、両方とも運休している場合は次

の通りとする。 

午前７時現在、運休の場合 自宅待機 

午前７時～午前９時の間に運転再開した場合 午前 11時始業 45分短縮 （下表） 

午前９時現在、運休の場合 臨時休業 

 

午前 11時始業 45分短縮 の時間割表（１・２限なし、３～６限の授業） 

ＳＨＲ １１：００～１１：１０ 

３限 

４限 

１１：１０～１１：５５ 

１２：０５～１２：５０ 

昼休憩 １２：５０～１３：３５ 

５限 

６限 

１３：４０～１４：２５ 

１４：３５～１５：２０ 

ＳＨＲ １５：２０～１５：３０ 

 

 なお、始業後に（１）（２）に該当する災害・警報等の発令があった場合は、安全確保

のための措置・情報収集等を行った後に下校とする。 

 また、臨時休業となった場合の、授業日の代替については後日連絡する。 
 



令和８年４月２７日 教務課 

【自然災害等への対応について～考査日～】 

 

（１）大阪府内のいずれかの地域に「特別警報」・「暴風警報」・「暴風雪警報」、地震に係わる

「警戒宣言」の発令があった場合は、次の通りとする。 

午前７時までに解除された場合 平常授業 

午前７時～午前９時の間に解除された場合 午前 11時始業 （下表） 

午前９時現在、発令中の場合 臨時休業 

 

（２）次の場合は、臨時休業とする。 

 ○大阪府内のいずれかの地域において震度 5弱以上の地震（気象庁発表）が発生した場合 

 ○大正区のいずれかの地域において、大阪市から「警戒レベル３（高齢者等避難）」・「警戒

レベル４（全員避難）」の発令があった場合 

 ※大阪市外または大阪市内の居住区に、各市町村から「警戒レベル３」・「警戒レベル４」

の発令があり、登校が困難な場合は、安全確保のため自宅待機とする。その際、必ず学

校（TEL:06-6552-2221）へ連絡すること。（出席停止とする。） 

 

（３）JR環状線と大阪メトロ（長堀鶴見緑地線）の全線が、両方とも運休している場合は次

の通りとする。 

午前７時現在、運休の場合 自宅待機 

午前７時～午前９時の間に運転再開した場合 午前 11時始業 （下表） 

午前９時現在、運休の場合 臨時休業 

 

午前 11時始業 の考査時間割表 

ＳＨＲ １１：００～１１：１０ 

１限 

２限 

１１：１０～１２：００ 

１２：１５～１３：０５ 

昼休憩 １３：０５～１３：５０ 

３限 １３：５５～１４：４５ 

 

 

 なお、始業後に（１）（２）に該当する災害・警報等の発令があった場合は、安全確保

のための措置・情報収集等を行った後に下校とする。 

 また、臨時休業となった場合の、授業日の代替については後日連絡する。 

 


